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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成18年６月29日開催予定の当社第８期定時

株主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 定款変更の理由 

 会社法（平成 17年法律第 86号）並びに会社法施行規則（平成 18年法務省令第

12号）及び会社計算規則（同第13号）が平成18年５月１日に施行されたこと等に

伴い、以下の理由により、定款を変更するものであります。 

 

(1) 今後の事業展開に備えるため、定款第２条（目的）に事業目的項目を追加し、 

   併せて一部文言の修正を行うものであります。 

(2) 株主総会においてより充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案第 

   15条（株主総会参考書類等のインターネット開示）を新設するものでありま 

     す。 

(3) 取締役会を機動的に運営するため、その決議について、書面または電磁的記 

     録によりその承認ができるよう、変更案第22条（取締役会）第４項を新設す 

     るものであります。 

(4) 会社法の施行により新たに制度が導入されたことに伴い、社外監査役の適任  

     者を招聘することができるようにするとともに、社外監査役が期待された役割 

     を果たすことができるようにするため、社外監査役との間で責任限定契約を締 

     結することができるよう、変更案第31条（監査役の責任免除）第２項を新設 

     するものであります。 

(5) 剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することができるよう、 



     変更案第33条（剰余金の配当等）を変更するものであります。また、これに 

     伴い、変更案第20条（取締役の任期）において、取締役の任期を1年とする 

     ものであります。 

(6) 上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除・修正および 

     条文番号・項番号の変更・修正など、全般に亘って所要の変更を行うものであ 

     ります。なお、当社は、現行定款第 22条第 1項及び第 29条を第 24条第 1 
     項及び第 31条第 1項のとおり変更いたしますが、会社法施行前における取締 
     役及び監査役の責任についても取締役会の決議によって免除することができ 
     ることも含むものとする趣旨であります。 
 

2. 変更の内容 

 変更の内容は別紙の通りであります。 

 

3. 日程（予定） 
(1) 定款変更のための株主総会開催日 ： 平成18年６月29日（木） 

(2) 定 款 変 更 の 効 力 発 生 日  ： 平成18年６月29日（木） 

以上 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 本プレスリリースに関するお問い合わせ先：  

SBIホールディングス株式会社 コーポレート･コミュニケーション部  03-6229-0126 



 別紙  

（下線部分は変更箇所であります） 
現行定款 変更案 

 

第１章   総 則 

 

（商号） 

第1条 （条文省略） 

 

（目的） 

第2条 当会社は、つぎの事業を営む

ことを目的とする。 

   1. ～4. （条文省略） 

   5. 企業の営業譲渡、資産売買、

資本参加、業務提携および合

併に関する斡旋ならびに仲介 

   6.～55. （条文省略） 

   56.ゴルフ、スポーツクラブ、リ

ゾートマンション等の各種会

員券、割引優待券、航空券、

乗車船券、コンサートその他

興行チケットの売買、斡旋お

よび管理業務ならびにプリペ

イドカードの発行・販売 

   57.～61.  （条文省略） 

   62.古物売買及び委託販売並びに

輸出入 

   63.～66.  （条文省略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.つぎの業務を営む会社および

これに相当する業務を営む外

国会社の株式または持分を取

得・所有することにより当該

会社の事業活動を支配･管理

すること 

(1)企業の営業譲渡、資産売

 

第１章   総 則 

 

（商号） 

第1条 （現行どおり） 

 

（目的） 

第2条 当会社は、つぎの事業を営む

ことを目的とする。 

   1. ～4. （現行どおり） 

   5. 企業の事業譲渡、資産売買、

資本参加、業務提携および合

併に関する斡旋ならびに仲介 

   6.～55. （現行どおり） 

   56.ゴルフ、スポーツクラブ、リ

ゾートマンション等の各種会

員権、割引優待券、航空券、

乗車船券、コンサートその他

興行チケットの売買、斡旋お

よび管理業務ならびにプリペ

イドカードの発行・販売 

   57.～61.  （現行どおり） 

   62.古物売買および委託販売なら

びに輸出入 

   63.～66.  （現行どおり） 

67.旅行業 

  68.国際・国内会議の開催および

各種催事の企画、立案ならび

に運営に関する請負 

  69.旅行・観光、文化に関するセ

ミナーの開催ならびにコンサ

ルタント業務 

  70.旅行に関する物品の販売なら

びに取次 

  71.ホテル、旅館、食堂、喫茶店

ならびに観光施設の経営 

  72.観光地の開発に関する企画、

立案ならびにコンサルタント

業務 

73.つぎの業務を営む会社および

これに相当する業務を営む外

国会社の株式または持分を取

得・所有することにより当該

会社の事業活動を支配･管理

すること 

(1)企業の事業譲渡、資産売



現行定款 変更案 
買、資本参加、業務提携お

よび合併に関する斡旋な

らびに仲介 

(2)～（17)  （条文省略） 

(18) 商品投資に係わる事業
の規制に関する法律に基

づく商品投資事業に係わ

る金融商品の販売業務 

(19)  （条文省略） 

(20)外国為替法および外国貿

易法に基づく資本取引等、

通貨および金融商品の売

買および売買取引の受託

ならびに商品開発、運用、

管理、仲介、取次業務 

(21)～（42） （条文省略） 

(43)古物売買及び委託販売並

びに輸出入 

(44)～（45） （条文省略） 

(46)特定金銭債権の管理及び

回収ならびに買取 

(47)～（86） （条文省略） 

 (87)ゴルフ、スポーツクラブ、

リゾートマンション等の各

種会員券、割引優待券、航

空券、乗車船券、コンサー

トその他興行チケットの売

買、斡旋および管理業務な

らびにプリペイドカードの

発行・販売 

(88)～（98） （条文省略） 

      (新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買、資本参加、業務提携お

よび合併に関する斡旋な

らびに仲介 

(2)～（17）  （現行どおり） 

(18)商品投資に係る事業の規

制に関する法律に基づく

商品投資事業に係わる金

融商品の販売業務 

(19)  （現行どおり） 

(20) 外国為替及び外国貿易法

に基づく資本取引等、通貨

および金融商品の売買お

よび売買取引の受託なら

びに商品開発、運用、管理、

仲介、取次業務 

(21)～（42） （現行どおり） 

(43)古物売買および委託販売

ならびに輸出入 

(44)～（45） （現行どおり） 

(46)特定金銭債権の管理およ

び回収ならびに買取 

(47)～（86） （現行どおり） 

(87)ゴルフ、スポーツクラブ、

リゾートマンション等の

各種会員権、割引優待券、

航空券、乗車船券、コンサ

ートその他興行チケット

の売買、斡旋および管理業

務ならびにプリペイドカ

ードの発行・販売 

(88)～（98） （現行どおり） 

(99)損害保険業 

(100)生命保険業 

(101)他の保険会社（外国保険

業者を含む）の保険業に係

る業務の代理または事務

の代行、債務の保証その他

の前2号の業務に付随する

業務 

(102)前3号のほか保険業法そ

の他の法律により損害保

険会社または生命保険会

社が行うことのできる業

務 

(103) 経営、国際問題、経済、

政治、社会問題に関するコ

ンサルティングおよび講

演会、セミナーの実施 

(104)経営、国際問題、経済、

政治、社会問題に関する情



現行定款 変更案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報提供の配信サービス 

(105)人材育成のための研修

受託業務 

(106) インターネットおよび

企業内情報システムによ

る経営学・経済学・人間

学・会計学等の講義ならび

にその受講生の受講管理、

履修管理、試験の実施、成

績管理 

(107) イベント、講演会、勉

強会、試験等の企画、運営 

(108)人材の職業適性能力の

開発を目的とする研修の

実施 

(109)構造改革特別区域法に

基づく学校の経営 

(110)テレビ番組および経営

学・経済学・人間学・会計

学等の教育・指導に関する

ノウハウのビデオテープ、

コンパクトディスク、ミニ

ディスク、デジタル・ビデ

オディスク、書籍、インタ

ーネット配信等への媒体

への変換ならびにその販

売 

(111) インターネット配信お

よび企業内情報システム

の企画、制作、販売および

運営 

(112)経営学・経済学・人間

学・会計学等の教育・指導

に関するノウハウの企画

および販売 

(113)事業の設立、経営に関す

る助言、指導および援助 

(114)放送およびビデオテー

プ、コンパクトディスク、

ミニディスク、デジタル・

ビデオディスク、書籍、イ

ンターネット配信とイン

ターネットを組み合わせ

た講義受講方式の研究、開

発、運営ならびにコンサル

ティング 

(115)通信ネットワークと対

面集合教育とを組み合わ

せた講義受講方式の研究、

開発、運営ならびにコンサ



現行定款 変更案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. 前各号に付帯・関連する一切

の業務 

 

（本店の所在地） 

第3条 (条文省略)  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公告の方法） 

第4条 （条文省略） 

 

第２章   株 式 
 

（発行する株式の総数） 

第5条 当会社の発行する株式の総数

は、34,169,000株とする。 

 

（自己株式の取得） 

第6条   当会社は、商法第211条ノ3第

1項第2号の規定により、取締

役会の決議をもって自己株式

を買受けることができる。 

 

 

ルティング 

(116)放送法による委託放送

事業 

(117)テレビ番組の企画、制作

および販売 

(118)セミナールームの賃貸

および管理 

(119)旅行業 

(120)国際・国内会議の開催お

よび各種催事の企画、立案

ならびに運営に関する請

負 

(121)旅行・観光、文化に関す

るコンサルタント業務 

(122)旅行に関する物品の販

売ならびに取次 

(123)観光地の開発に関する

企画、立案ならびにコンサ

ルタント業務 

74. 前各号に付帯・関連する

一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第3条 （現行どおり） 

 

（機関） 

第4条    当会社は、株主総会および取

締役のほか、次の機関を置く。 

             （1）取締役会 

       （2）監査役 

           （3）監査役会 

        （4）会計監査人 

 

 

（公告方法） 

第5条 （現行どおり） 

 

第２章   株 式 
 

（発行可能株式総数） 

第6条 当会社の発行可能株式総数

は、34,169,000株とする。 

 

（自己の株式の取得） 

第7条   当会社は、会社法第165条第2

項の規定により、取締役会の決

議をもって同条第１項に定め

る市場取引等により自己の株

式を取得することができる。 

 



現行定款 変更案 
(新設) 

 

 

 

（端株の買増請求） 

第7条    （条文省略） 

  ②    （条文省略） 

 

（名義書換代理人） 

第8条 当会社は株式および端株につ

き名義書換代理人を置く。 

 

② 名義書換代理人およびその事

務取扱場所は、取締役会の決

議によって選定し公告する。 

③ 当会社の株主名簿（実質株主

名簿を含む。以下同じ。）、端

株原簿および株券喪失登録簿

は、名義書換代理人の事務取

扱場所に備え置き、株式の名

義書換、実質株主通知の受理、

実質株主名簿の作成、端株原

簿への記載または記録、株券

の交付、株券喪失登録、端株

の買取りおよび売渡しその他

株式および端株に関する事務

は、名義書換代理人に取扱わ

せ、当会社においてはこれを

取扱わない。 

 

（株式取扱規則） 

第9条 当会社の発行する株券の種

類、株式の名義書換、実質株

主通知の受理、実質株主名簿

の作成、株券の交付、株券喪

失登録、端株の買取りおよび

売渡し、その他株式および端

株に関する取扱いは、取締役

会において定める株式取扱規

則による。 

 

（基準日） 

第10条 当会社は、毎営業年度末日の

最終の株主名簿に記載または

記録された議決権を有する株

主（実質株主を含む。以下同

じ。）をもって、その決算期に

関する定時株主総会において

株主の権利を行使することが

できる株主とする。 

（株券の発行） 

第8条   当会社は、株式に係る株券を発

行する。 

 

（端株の買増請求） 

第9条     (現行どおり)  

  2.    （現行どおり） 

 

（株主名簿管理人） 

第10条 当会社は株式、端株および新

株予約権につき株主名簿管理

人を置く。 

2. 株主名簿管理人およびその事

務取扱場所は、取締役会の決

議によって定めこれを公告す

る。 

3. 当会社の株主名簿（実質株主

名簿を含む。以下同じ。）、端

株原簿、株券喪失登録簿およ

び新株予約権原簿の作成なら

びに備置き、その他の株式お

よび端株に関する事務は、株

主名簿管理人に委託し、当会

社においてはこれを取扱わな

い。 

 

 

 

 

 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株主および新株予約

権者の権利行使、株式、新株

予約権ならびに端株に関する

取扱いおよび手数料は、法令

または本定款のほか、取締役

会において定める株式取扱規

則による。 

 

 

 

（基準日） 

第12条 当会社は、毎事業年度末日の

最終の株主名簿に記載または

記録された議決権を有する株

主（実質株主を含む。以下同

じ。）をもって、その事業年度

に関する定時株主総会におい

て株主の権利を行使すること

ができる株主とする。 



現行定款 変更案 
② 前項その他定款に定めがある

場合のほか、必要がある場合

には､取締役会の決議により､

あらかじめ公告して基準日を

定めることができる。 

 

第３章   株主総会 

 

（招集） 

第11条 当会社の定時株主総会は、営

業年度末日の翌日から 3カ月

以内に招集し、臨時株主総会

は、その必要がある場合に随

時これを招集する。 

②    （条文省略） 

 

（株主総会の招集者および議長） 

第12条 (条文省略)  

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（決議の方法） 

第13条 株主総会の決議は、法令また

は定款に別段の定めがある場

合を除き、出席した株主の議

決権の過半数をもって行う。 

 

 

②    当会社の株主総会における商

法第 343条の定めによるべき

特別決議は、総株主の議決権

の 3分の 1以上を有する株主

が出席し、その議決権の 3分

の2以上をもってこれを行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第14条 株主は、当会社の議決権を有

する他の株主を代理人とし

(削除) 

 

 
 
 
 

 
第３章   株主総会 

 

（招集） 

第13条 当会社の定時株主総会は、毎

事業年度末日の翌日から 3カ

月以内に招集し、臨時株主総

会は、その必要があるときに

随時これを招集する。 

2.    (現行どおり)  

 

（株主総会の招集権者および議長） 

第14条 （現行どおり） 

 

(株主総会参考書類等のインターネット開

示) 

第 15条   当会社は、株主総会の招集に

際 し、株主総会参考書類、

事業報告、計算書類および連

結計算書類（当該連結計算書

類に係る会計監査報告また

は監査報告を含む。）に記載

または表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定め

るところに従いインターネ

ットを利用する方法で開示

することができる。 

 

（決議の方法） 

第16条 株主総会の決議は、法令また

は定款に別段の定めがある場

合を除き、出席した議決権を

行使することができる株主の

議決権の過半数をもって行

う。 

2.    会社法第 309条第 2項に定め

る決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の

3分の1以上を有する株主が出

席し、その議決権の 3分の 2

以上をもってこれを行う。 
 
（議決権の代理行使） 

第17条 株主は、当会社の議決権を有

する他の株主１名を代理人と
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て、その議決権を行使するこ

とができる。この場合株主ま

たは代理人は、株主総会ごと

に、代理権を証する書面を当

会社に提出しなければならな

い。 

 

（議事録） 

第15条 株主総会における議事の経過

の要領およびその結果は、議事

録に記載または記録し、議長お

よび出席した取締役が、これに

記名押印または電子署名を行

う。 

 

第４章 取締役､代表取締役および取締役会 

 

（取締役の員数） 

第16条 （条文省略） 

 

（取締役の選任） 

第17条 当会社の取締役は、株主総会

において選任し、その決議は

総株主の議決権の 3分の 1以

上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数の決議によ

って行う。 

 

  ② （条文省略） 

 

（取締役の任期） 

第18条 取締役の任期はその就任後 2

年内の最終の決算期に関する

定時株主総会の終結の時に満

了する。 

 

② 任期満了前に退任した取締役

の補欠としてまたは増員によ

り選任された取締役の任期

は、他の在任取締役の任期の

残存期間と同一とする。 

 

（代表取締役） 

第19条 取締役会の決議により、代表

取締役を定める。 

 

（取締役会の招集者および議長） 

第20条 (条文省略)  

②  取締役会の招集通知は、会日

の 3日前までに各取締役およ

して、その議決権を行使する

ことができる。この場合株主

または代理人は、株主総会ご

とに、代理権を証明する書面

を当会社に提出しなければな

らない。 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 取締役､代表取締役および取締役会 

 

（取締役の員数） 

第18条 （現行どおり） 

 

（取締役の選任） 

第19条 当会社の取締役は、株主総会

の決議によって選任し、その

決議は議決権を行使すること

ができる株主の議決権の 3分

の 1以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をも

って行う。 

  2. (現行どおり)  

 

（取締役の任期） 

第20条 取締役の任期はその選任後 1

年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとす

る。 

2. 任期満了前に退任した取締役

の補欠としてまたは増員によ

り選任された取締役の任期

は、他の在任取締役の任期の

満了する時までとする。 

 

（代表取締役） 

第21条 取締役会は、その決議によっ

て、代表取締役を選定する。 

 

（取締役会） 

第22条 （現行どおり） 

2.  取締役会の招集通知は、会日

の 3日前までに各取締役およ
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び監査役に対して発するもの

とする。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短

縮することができ、また、取

締役および監査役全員の同意

を得て招集手続を省略するこ

とができる。 

③ 取締役会の決議は、取締役の

過半数が出席し、出席取締役

の過半数をもって行う。 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ （条文省略） 

⑤  取締役会の議事録は、議事の

経過の要領およびその結果を

記載または記録して、議長、

出席取締役および出席監査役

が、これに記名押印または電

子署名を行う。 

 

（報酬） 

第21条 取締役の報酬は株主総会の決

議により定める。 

 

 

 

 

 

（取締役の責任免除） 

第 22条   当会社は、商法第 266条第 12
項の規定により、取締役会の

決議をもって、同条第 1項第 5
号の行為に関する取締役（取

締役であったものを含む。）の

責任を法令の限度において免

除することができる。 
②   当会社は、商法第266条第19項

の規定により、社外取締役との

間に、同条第1項第5号の行為に

よる賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただ

び各監査役に対して発するも

のとする。ただし、緊急の必

要があるときは、この期間を

短縮することができ、また、

取締役および監査役全員の同

意を得て招集の手続を省略す

ることができる。 

3.   取締役会の決議は、議決に加わ        

ることができる取締役の過半

数が出席し、出席取締役の過半

数をもって行う。 

4.   当会社は、取締役が取締役会の

決議の目的である事項につい

て提案した場合において、当該

提案について議決に加わるこ

とができる取締役全員が書面

または電磁的記録により同意

の意思表示をし、かつ監査役が

異議を述べないときは、当該提

案を可決する旨の取締役会の

決議があったものとみなす。 

5.   （現行どおり） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（報酬等） 

第23条 取締役の報酬、賞与その他の

職務執行の対価として当会社

から受ける財産上の利益（以

下「報酬等」という。）は、株

主総会の決議によって定め

る。 

 

（取締役の責任免除） 

第 24条   当会社は、会社法第 426条第
1項の規定により、取締役会の
決議によって、同法第 423 条
第 1 項の取締役（取締役であ
った者を含む。）の責任を法令

の限度において免除すること

ができる。 

2.   当会社は、会社法第427条第1

項の規定により、社外取締役と

の間に、同法第423条第1項の賠

償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当
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し、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、100万円以上であ

らかじめ定めた金額または同

条第19項各号の金額の合計額

のいずれか高い額とする。 

 

第５章 監査役および監査役会 

 

（監査役の員数） 

第23条 (条文省略)  

 

（監査役の選任） 

第24条 当会社の監査役は、株主総会

において選任し、その決議は

総株主の議決権の 3分の 1以

上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数の決議によ

って行う。 

 

 

（監査役の任期） 

第25条 監査役の任期はその就任後 4

年内の最終の決算期に関する

定時株主総会の終結の時に満

了する。 

 

② 任期満了前に退任した監査役

の補欠として選任された監査

役の任期は、前任者の任期の

残存期間と同一とする。 

 

 

（常勤監査役） 

第26条 監査役はその互選により、常

勤監査役を１名以上置く。 

 

 

（監査役会） 

第27条 監査役会の招集通知は、会日

の 3日前までに各監査役に対

して発するものとする。ただ

し、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することがで

き、また、監査役全員の同意

を得て招集手続を省略するこ

とができる。 

② 監査役会の運営その他に関す

る事項については、監査役会

の定める監査役会規則によ

る。 

該契約に基づく賠償責任の限

度額は、100万円以上であらか

じめ定めた額または法令が規

定する額のいずれか高い額と

する。 

 

第５章 監査役および監査役会 

 

（監査役の員数） 

第25条 （現行どおり） 

 

（監査役の選任） 

第26条 当会社の監査役は、株主総会

の決議によって選任し、その

決議は議決権を行使すること

ができる株主の議決権の 3分

の 1以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をも

って行う。 

 

（監査役の任期） 

第27条 監査役の任期はその選任後 4

年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとす

る。 

2. 任期満了前に退任した監査役

の補欠として選任された監査

役の任期は、退任した監査役

の任期の満了する時までとす

る。 

 

（常勤の監査役） 

第28条 監査役会は、監査役の中から

常勤の監査役を１名以上選定

する。 

 

（監査役会） 

第29条 監査役会の招集通知は、会日

の 3日前までに各監査役に対

して発するものとする。ただ

し、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することがで

き、また、監査役全員の同意

を得て招集の手続を省略する

ことができる。 

2. 監査役会の運営その他に関す

る事項については、法令また

は本定款のほか、監査役会の

定める監査役会規則による。 
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（報酬） 

第28条 監査役の報酬は株主総会の決

議により定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第 29条   当会社は、商法第 280条第 1

項の規定により、取締役会の

決議をもって、監査役（監査

役であったものを含む。）の責

任を法令の限度において免除

することができる。 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章   計 算 

 

（営業年度） 

第30条 当会社の営業年度は毎年 4月

1日から翌年3月31日までと

し、営業年度の末日を決算期

とする。 

 

（利益配当金） 

第31条 利益配当金は、毎年3月31日

現在の最終の株主名簿に記載

または記録された株主もしく

は登録質権者および毎年 3月

31日現在の最終の端株原簿に

記載または記録された端株主

に支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中間配当） 

第32条 当会社は取締役会の決議によ

 

（報酬等） 

第30条 監査役の報酬等は株主総会の

決議によって定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第31条   当会社は、会社法第426条第1

項の規定により、取締役会の

決議によって、同法第 423条

第 1項の監査役（監査役であ

った者を含む。）の責任を法令

の限度において免除すること

ができる。 

2.   当会社は、会社法第427条第1

項の規定により、社外監査役と

の間に、同法第423条第1項の賠

償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当

該契約に基づく賠償責任の限

度額は、100万円以上であらか

じめ定めた額または法令が規

定する額のいずれか高い額と

する。 

 

第６章   計 算 

 

（事業年度） 

第32条 当会社の事業年度は毎年4月1

日から翌年3月31日までとす

る。 

 

 

（剰余金の配当等） 

第33条 当会社は、剰余金の配当等会

社法第 459条第 1項各号に定

める事項については、法令に

別段の定めのある場合を除

き、取締役会の決議により行

うことができる。 

2.    当会社の期末配当の基準日

は、毎年3月31日とする。 

3.    当会社の中間配当の基準日

は毎年9月30日とする。 

4.    前二項のほか、基準日を定め

て剰余金の配当をすること

ができる。 

 

 

（削除） 
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り、毎年9月30日現在の最終

の株主名簿に記載または記録

された株主もしくは登録質権

者および毎年9月30日現在の

最終の端株原簿に記載または

記録された端株主に対し、商

法第293条ﾉ5に定める金銭の

分配（中間配当）をなすこと

ができる。 

 

（配当金等の除斥期間） 

第33条  利益配当金および中間配当の

支払の開始の日から満 3年を

経過したときは、当会社はそ

の支払の義務を免れるものと

する。また、利益配当金およ

び中間配当には、利息を付さ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第34条  剰余金の配当は、その支払開

始の日から満 3年を経過した

ときは、当会社はその支払の

義務を免れるものとする。ま

た、剰余金の配当には、利息

を付さない。 

 

 
以 上 


